
分類 大項目 小項目

A
人口動態
児童生徒数の変化

１　市の人口・児童生徒数
検討テーマ１
「中学校区別児童生徒数の推移」

審議中

検討テーマ２
「過去の統廃合の成果と課題」

審議中

検討テーマ３
「適正規模・適正配置による学習
指導上の効果と課題」

審議中

検討テーマ５
「適正規模・適正配置に関する実
態把握」

審議中

２　学校規模の適正化 文科省方針・市基本方針 審議中

３　学校の適正配置
検討テーマ８
「スクールバスの運行状況」

審議中

４　改善策 ― ―

１　防犯対策 審議中

２　交通安全対策 審議中

３　防災対策 市対応

４　学校施設整備
検討テーマ６
「学校長寿命化対策」

審議中

１　学童保育 審議中

２　共育コミュニティ 審議中

３　地域防災 審議中

C
防犯・防災対策
学校施設の改修

検討テーマ４
「学校の安全対策」

D
地域コミュニティの
機能

検討テーマ７
「適正規模適正配置と地域連携」

B 教育条件の改善

１　基本的な考え方及び
　　学校小規模化の影響

小中学校適正規模適正配置基本方針見直し検討シート（総括編）

（前提条件）
　現行の基本方針で示している「適正規模」および「適正配置」の方針をもとに、４つ観点（人口動態・児童
生徒数の変化　教育条件の改善　防犯・防災対策と学校施設の改善　地域コミュニティの機能）に対応した
検討を進めます。

検討項目
検討テーマ等 審議状況
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小中学校適正規模適正配置基本方針見直し検討シート（個表）

検討項目 審議状況
橋本市小中学校適正規模・適正配置

基本方針（H26策定）
公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等

に関する手引き（H27文科省）

A
人口動態

児童生徒数の変
化

１市の人口・児童生徒数 審議中

平成21年度に出生した子供数から平成29年度までの小学
校児童数、平成35年度までの中学校生徒数の状況は減少傾
向（東部住宅開発地域除く）

児童生徒数のピーク
小学校　平成７（１９９５）年度５，７６３人
　平成23（２０１１）年５月１日３，５６８人（約６
２％）
　平成29（２０１７）年度見込　３，１１７人
中学校　平成10（１９９８）年度２，８９６人
　平成23（２０１１）年５月１日１，６３３人（約５
６％）
　平成35（２０２３）年度見込　１，１６３人

国の人口　２０５０年　９７００万人
年少人口（０～１４歳）
　　　　　２０１５年　１５００万人
　　　　　２０６０年　　７９１万人

※２０７０年　８７００万人（２０２３年発表）
※いずれの数値も国立社会問題・人口問題研究所の推計値

調査審議事項 検討委員会の議論 まとめ

A-1　市の人口・児童生徒数

検討テーマ１
「中学校区別児童生徒数の推移」

第１回検討委員会
資料２：人口動態、児童生徒数の推移につい
て
第２回検討委員会
資料４：中学校区別児童生徒数の推移

（各委員からの意見と事務局の応答）

・児童生徒数の推計については、出生のみによるものであり、転出入が加味
されていない。資料に提示している児童生徒数の推計は、将来、これだけの
減少の可能性があるという数字として扱い、ここまで減少する可能性がある
という危機感を持ってやろうという、その程度の資料として扱っていただき
たい。

国勢調査に基づく市の15歳未満の人口

２０００年を基準に２０２０年（実 数）は 58.9％

２０３０年（推計値）は 47.0％

２０４０年（推計値）は 36.9％

市の児童生徒数の推移

【小学生】

２０２０年（令和2年）を基準に

２０２９年（令和１１年） 76.4％（見込）

【中学生】

２０２０年（令和2年）を基準に

２０３５年（令和１７年） 63.8％（見込）

統計資料等（国勢調査及び出生数による児童生徒数）では、今

後、子供の数は大きく減少する傾向が見られる。

一方では、平成２６年基本方針による児童生徒数の推計値と実

数には開きがあり、今後のまちづくりや住宅開発の動向にも注

視が必要である。
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小中学校適正規模適正配置基本方針見直し検討シート（個表）

検討項目 審議状況
橋本市小中学校適正規模・適正配置

基本方針（H26策定）
公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等

に関する手引き（H27文科省）

B 教育条件の改善
1基本的な考え方

及び
学校小規模化の影響

審議中

【基本的な考え方】
一定規模の集団の中で、お互いが切磋琢磨し、豊かな人間
性を築いていくことが不可欠である。
また、一定以上の教職員を確保することは、多様な能力や
専門性を持った教職員の存在により、多様な取組を可能に
し、共同研修、専門性を生かした学校の教育力を高める効
果がある。

【学習面・生活面】
きめ細やかな指導の反面、集団による学習展開が困難。学
年1クラスは新たな人間関係を築く機会を制限。
【部活動】
部活動の運営が困難になり、さらに分野も限定される。
【教職員】
多様な能力や専門性を持った教職員の特性を学校運営に生
かされなくなる。

【基本的な考え方】
学校は単に教科等の知識や技能を習得させるだけでなく、集団の中で児童生
徒の能力を育み、社会性や規範意識を身に付けさせることが重要であること
から、一定規模の児童生徒が確保されていることや、経験年数、専門性、男
女比等についてバランスの取れた教職員集団が配置されることが望ましいと
考えられる。

【地理的要因や地域事情による小規模校の存続】
 山間へき地などの地理的な要因や、過疎地など学校が地域コミュニティの
存続に決定的な役割を果たしている等の様々な地域事情により、小規模校を
存続させることが必要であると考えるなど、市町村の判断も尊重される必要
がある。
小規模校を存続させる場合、教育の機会均等とその水準の維持という義務教
育の本旨に鑑み、学校が小規模であることのメリットを最大化するととも
に、具体的なデメリットを分析し、最小化するような工夫を計画的に講じて
いく必要がある。

調査審議事項 検討委員会の議論 まとめ

B-1基本的な考え方及び学校小規模化の影
響

検討テーマ２
「過去の統廃合の成果と課題」

第２回検討委員会
資料１：第２回学校適正規模・適正配置検
討委員会について（P7～11）
第３回検討委員会
資料１：第３回学校適正規模・適正配置検
討委員会について（P3～9）
資料３：児童生徒アンケート
資料４：保護者アンケート
第４回検討委員会
資料４：学校評価のための保護者アンケー
ト集計結果（抜粋）

（各委員からの意見と事務局の応答）

・橋本中央中学校への統合の結果を総括しているのか。
・児童生徒の気持ちや保護者の評価はどうだったのか。
・今後、統合に際し、前後で比較検証できるようにアンケートを実施してほ
しい。
・統合をやめてほしいと回答した児童生徒は裏切られたという気持ちになる
と思うが、統合後はどう感じていたのか。

⇒統合後、学校としては、極端な学力向上はみられなかったが、多人数にな
り互いに切磋琢磨し、学習意欲が高まったり、学校行事が盛り上がりやチャ
レンジ精神や自主性、協調性、リーダー性をより促すことができた。触れ合
う先生の数が増えたり、部活動の選択肢が広がったが、レギュラー争いがお
きた。ただ、地域との関係は希薄になったとの話をもらっている。
⇒平成26年9月に対象の児童生徒にアンケートを実施した結果を報告す
る。統合前でもあり、子供には不安や心配の回答が多く見られた。また、平
成29年1月に実施した保護者を対象にした学校評価の結果を一部抜粋して
報告する。保護者から見た子供の様子は平成26年9月のアンケートのよう
な不安や心配は払拭されている。
⇒対象となった児童生徒に追跡調査は行なっていないが、不安などを取り除
くための説明を、教育委員会と学校は行なっている。

①統合への準備（児童生徒・保護者・地域への説明、統合後の市の教育方針
や、学校の魅力ある教育カリキュラムの作成等）が重要である。

②子供が増えることで、友人や部活動・社会活動等の選択肢が増える。

③教室以外での居場所づくりをより一層進める。

④今後、児童生徒にアンケートを実施するならば、その結果から子供の思い
に寄り添い、充分なアフターケアをするべきである。
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小中学校適正規模適正配置基本方針見直し検討シート（個表）

B-1基本的な考え方及び学校小規模化の影
響

検討テーマ３
「適正規模・適正配置による学習指導上の
効果と課題」

第２回検討委員会
資料１：第２回学校適正規模・適正配置検
討委員会について（P12～15）
資料５：適正規模・適正配置による学習指
導上の効果と課題

【小規模特認校】
第５回検討委員会
資料２：第５回学校適正規模・適正配置検
討委員会について（P2～８）

①人口減少は避けられないことで、今後も統廃合が行われる可能性もある。
教育の質の確保のため、統廃合だけに頼るのではなく、行事やイベントに加
え、カリキュラムの中でも他校との交流による横のつながりの強化を検討
し、市全体の教育の質を向上させる取組が重要である。

②校内研修の強化など、教師の指導力を高め、学級づくりへの姿勢を磨いて
いくことで、学習指導形態に工夫（多様性や個・集団を生かす）が生まれて
くる。そのためには校長のリーダーシップが最も重要である。

③一人ひとりの子供を大切にする必要があるし、あるべき教職員数も検討す
る必要がある。

④人間関係の固定化が心配になるので複数学級が望ましい。

⑤人数が確保できれば、学校行事が盛り上がったり、多様な意見に触れたり
切磋琢磨することができるので、クラス替えはできた方が良い。

⑥小規模特認校は地域を越えた広がりを期待できる。

（各委員からの意見と事務局の応答）

・小規模な学校のデメリットだけでなく、メリットも教えてほしい。
・複数学級の課題はないという認識になるのか、特に教室での学習指導上の
効果は何か

⇒学級数（複数・単数・複式）に応じた学習指導上、児童生徒や先生との関
係、教職員に関わる効果と課題をそれぞれ解説する。
⇒適正規模という観点から複数学級の課題はないと考えている。ただし、
６、７クラスなどの大規模校では、また違った課題も出てくる。異なるクラ
スの児童生徒間の交流で、お互いが励みになることや切磋琢磨が生まれるこ
とはある。新しいメンバーで新しい考え方、発想が身につくという面では学
級は複数であったほうが良い。

【小規模特認校】
・小規模特認校の学習指導上の効果と課題を教えてほしい。
・先進地が小規模特認校を導入した背景を教えてほしい。
・住んでいる校区の学校に必ず行かなければならないことに疑問がある。
・高校のように自由に小中学校を選択できる制度はどうだろうか。
・小規模特認校へ来てくれる子供たちに、不登校など配慮が必要であれば、
その子供たちをどういう教育で伸ばしていくのか考えた上で、小規模特認校
の導入を決定していってもらえたらと思う。
・統廃合だけでなく、小中一貫校や校区の見直しなど、検討委員会で色々な
意見を出していきたい。

⇒小さな学校で地域に根づいた学校なので、のんびりと地域の人たちと一緒
に活動したりと、大きな学校ではなかなかできないような活動ができる。

検討項目 審議状況
橋本市小中学校適正規模・適正配置

基本方針（H26策定）
公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等

に関する手引き（H27文科省）

B 教育条件の改善
1基本的な考え方

及び
学校小規模化の影響

審議中

【基本的な考え方】
一定規模の集団の中で、お互いが切磋琢磨し、豊かな人間
性を築いていくことが不可欠である。
また、一定以上の教職員を確保することは、多様な能力や
専門性を持った教職員の存在により、多様な取組を可能に
し、共同研修、専門性を生かした学校の教育力を高める効
果がある。

【学習面・生活面】
きめ細やかな指導の反面、集団による学習展開が困難。学
年1クラスは新たな人間関係を築く機会を制限。
【部活動】
部活動の運営が困難になり、さらに分野も限定される。
【教職員】
多様な能力や専門性を持った教職員の特性を学校運営に生
かされなくなる。

【基本的な考え方】
学校は単に教科等の知識や技能を習得させるだけでなく、集団の中で児童生
徒の能力を育み、社会性や規範意識を身に付けさせることが重要であること
から、一定規模の児童生徒が確保されていることや、経験年数、専門性、男
女比等についてバランスの取れた教職員集団が配置されることが望ましいと
考えられる。

【地理的要因や地域事情による小規模校の存続】
 山間へき地などの地理的な要因や、過疎地など学校が地域コミュニティの
存続に決定的な役割を果たしている等の様々な地域事情により、小規模校を
存続させることが必要であると考えるなど、市町村の判断も尊重される必要
がある。
小規模校を存続させる場合、教育の機会均等とその水準の維持という義務教
育の本旨に鑑み、学校が小規模であることのメリットを最大化するととも
に、具体的なデメリットを分析し、最小化するような工夫を計画的に講じて
いく必要がある。

調査審議事項 検討委員会の議論 まとめ
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⇒不登校の児童生徒が環境を変えるために通学する場合も一定数あるが、校
区が広いため先生の家庭訪問が減ってしまうことも。
⇒児童生徒数が減少している状況において、統廃合ではなく学校を残すため
に小規模特認校を選択されたと推測している。
⇒小規模特認校になったあとに、さらに地域の子供が減ってしまってその校
区に学校を残す意味あいが見えにくくなる可能性も将来的にある。地域の子
供がさらに減るのであれば、小規模特認校というステップを踏まずに統合し
たほうがいいと考える場合もある。必ずしもすべての地域で小規模特認校が
成功しているわけではない。
⇒基本的には住んでいる地域の学校へ就学するが、特別な事情がある場合は
指定校変更など弾力的な運用は行っている。
⇒自由な学校選択を導入した自治体もあるが、学校を選択する際の特色に大
きく差が無いために制度的な広がりはあまり無い。また、児童生徒数の変動
に伴う、教室数や教員数の変更などの対応に難しさがある。

【小規模特認校】
第５回検討委員会
資料２：第５回学校適正規模・適正配置検
討委員会について（P2～８）
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小中学校適正規模適正配置基本方針見直し検討シート（個表）

B-1基本的な考え方及び学校小規模化の影
響

検討テーマ５
「適正規模・適正配置に関する実態把握」

第３回検討委員会
資料５：アンケート（案）
第５回検討委員会
資料３：橋本市立学校適正規模・適正配置
に関する保護者アンケート調査報告書

（各委員からの意見と事務局の応答）

【アンケート内容の検討について】
・アンケートの対象について、教員・学校運営協議会・児童生徒達などは対
象としないのか。
・アンケートを答える側に検討委員会での資料提供すべきでないか。

⇒令和６年度以降に、地域説明会当を行いながら意見を聞いていく予定。必
要であれば、保護者以外も対象としたアンケートも検討する。
⇒これまでの検討委員会の資料を提供する（QRコード）

【アンケート結果に対する委員の意見】
・保護者目線からすれば、学校の規模というよりは、一人ひとり、きちんと
丁寧に指導が行われることが、一番重視されていると思った。
・学校に改善してほしいところでは、クラス替えができないであったり、ク
ラスの児童生徒同士が切磋琢磨が少ないとか、人数が少なくなってきてると
ころへの課題を感じている方が多いし、特に複式学級の学校、また単学級の
学校の保護者の方は、その割合が高くなっている。
・小中学校ともに３５人４０人の学級は多いけれど、クラスの人数が少なす
ぎるのも良くないという意見がどちらも上がっているので、やはり多すぎず
少なすぎずがちょうどいい。ちょうどいいクラスの人数で、きめ細やかな指
導が受けられるのが、保護者の方としての望みなのかなと感じた。

①アンケートの結果から統廃合は概ね受け止められているのではないか。

②統廃合が進めば、地域とのつながりが薄まるので、地域の子供が地域行事
に参加して地域を盛り上げていくことが大切だ。

③統廃合すれば校区が広がるので、校区の設定にも配慮する必要がある。市
内の学校であれば自由に通える選択肢もあれば良いのではないか。

調査審議事項 検討委員会の議論 まとめ

検討項目 審議状況
橋本市小中学校適正規模・適正配置

基本方針（H26策定）
公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等

に関する手引き（H27文科省）

B 教育条件の改善
1基本的な考え方

及び
学校小規模化の影響

審議中

【基本的な考え方】
一定規模の集団の中で、お互いが切磋琢磨し、豊かな人間
性を築いていくことが不可欠である。
また、一定以上の教職員を確保することは、多様な能力や
専門性を持った教職員の存在により、多様な取組を可能に
し、共同研修、専門性を生かした学校の教育力を高める効
果がある。

【学習面・生活面】
きめ細やかな指導の反面、集団による学習展開が困難。学
年1クラスは新たな人間関係を築く機会を制限。
【部活動】
部活動の運営が困難になり、さらに分野も限定される。
【教職員】
多様な能力や専門性を持った教職員の特性を学校運営に生
かされなくなる。

【基本的な考え方】
学校は単に教科等の知識や技能を習得させるだけでなく、集団の中で児童生
徒の能力を育み、社会性や規範意識を身に付けさせることが重要であること
から、一定規模の児童生徒が確保されていることや、経験年数、専門性、男
女比等についてバランスの取れた教職員集団が配置されることが望ましいと
考えられる。

【地理的要因や地域事情による小規模校の存続】
 山間へき地などの地理的な要因や、過疎地など学校が地域コミュニティの
存続に決定的な役割を果たしている等の様々な地域事情により、小規模校を
存続させることが必要であると考えるなど、市町村の判断も尊重される必要
がある。
小規模校を存続させる場合、教育の機会均等とその水準の維持という義務教
育の本旨に鑑み、学校が小規模であることのメリットを最大化するととも
に、具体的なデメリットを分析し、最小化するような工夫を計画的に講じて
いく必要がある。
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小中学校適正規模適正配置基本方針見直し検討シート（個表）

（各委員からの意見と事務局の応答）

・適正規模の基準を満たさない学校は統合等すべきか。
⇒検討委員会で議論を進める。

①適正規模を考える上では単に数だけでなく、多様な考え（例えば複式学級
の解消とか）を持って望むべきで、国等の基準ではなく、橋本市の実情を踏
まえた「橋本基準」を作っていくことが重要である。

調査審議事項

B-2　学校規模の適正化

①橋本市小中学校適正規模・適正配置基本
方針（H26策定）
②公立小学校・中学校の適正規模・適正配
置等
に関する手引き（H27文科省）

検討委員会の議論 まとめ

公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等
に関する手引き（H27文科省）

（１）検討の際に考慮すべき視点
① 法令上、学校規模の標準は、小・中学校ともに「12 学級以上18 学級以
下」とされているが、「特別の事情があるときはこの限りではない」という
弾力的なものとなっている。

② １２学級を下回るか否かだけではなく、１２学級を下回る程度に応じ
て、具体的にどのような教育上の課題があるのかを考えていく必要がある。

③ 学級数に加え、1 学級あたりの人数や、学校全体の人数、それらの将来
の推計など、総合的な検討が求められている。

検討項目 審議状況
橋本市小中学校適正規模・適正配置

基本方針（H26策定）

審議中

【小学校】
学年２～３学級編制
学校全体１２～１８学級が望ましい
【中学校】
学年３～４学級編制
学校全体９～１２学級が望ましい【学校規模の適正化】

教育条件の改善B 2学校規模の適正化
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小中学校適正規模適正配置基本方針見直し検討シート（個表）

（各委員からの意見と事務局の応答）

・高野口中学校への通学はかなり遠い地区もあるが、学校区の見直しについ
ても模索できないか。
・小学校や中学校の下校時、中学校の部活動のバス運行はどうなっているの
か。
・数十メートルでスクールバスの区域から外れるが子供の負担を考えると何
とかならいのか。
・通学路、スクールバス運行ルートなどで道路管理者が違うことで苦労した
と10年前の議事録に書かれていたが、どう対処しているのか。

⇒検討委員会では個別の学校の案件を検討するわけではない。ただ、何キロ
を超える場合はスクールバスを配慮するという事項を意見につけるなど、観
点としての議論はあると考えられる。
⇒帰りの際は、２便として部活動にも対応。土日も定時運行により部活動に
対応。
小学校は主に低学年用に2時半、高学年に3時半、学習補充等で残る場合の
4時過ぎの3便を運行している。
⇒スクールバス対象の児童生徒は学校までの距離を見たうえで区域で分けて
いる。
⇒道路の安全対策は国・県・市の道路管理者も加わり通学路交通安全プラグ
ラムで改善箇所を順次改善している。

①通学の安全性の確保は重要である。

②スクールバスの運行では、距離だけではなく、通学路の道路整備の状況や
気象条件（暑さや日没時間など）なども加味する必要がある。また、地形や
移動が困難な児童生徒への配慮、部活動などにも対応できるような運行を設
定するなど、児童生徒に負担が無いように最大限の配慮を行うことが重要で
ある。

③スクールバスの停留所にも、地域の方の見守りがあれば、より安全性が確
保できると考えられる。

④通学時間によって、勉強時間や睡眠時間に差が生じることへの対応も考慮
すべきである。

調査審議事項

B-3　学校の適正配置

検討テーマ８
「スクールバスの運行状況」

第４回検討委員会
資料２：第４回学校適正規模・適正配置検
討委員会について（P11～１３）
資料３：スクールバス運行ルート

検討委員会の議論 まとめ

公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等
に関する手引き（H27文科省）

【学校の適正配置（通学条件）】
（１）通学距離による考え方
小学校：おおむね4km 以内
中学校：おおむね6km 以内が目安。
（スクールバス導入時は、この限りではない）

（２）通学時間による考え方
小学校・中学校とも、おおむね1 時間以内が目安。
（長距離通学によるデメリットの解消を前提）

（３）各地域における主体的検討の重要性
総合的な教育条件の向上に資する形で、通学距離や通学時間の目安を定め、
学校の適正配置の検討を行う必要がある。

検討項目 審議状況
橋本市小中学校適正規模・適正配置

基本方針（H26策定）

審議中

【小学校】
既存の学校は存続させます
理由：通学距離（時間）
　　　地域の文化・交流拠点を重視
【中学校】
クラス替えできない学校は統廃合等を進める
理由：生徒間および生徒と教師の多様な人間関係を保障す
る

※通学距離（時間）による校区等の見直し
【小学生】
おおむね３㎞程度または徒歩で４５分程度
【中学生】
おおむね５㎞程度または徒歩で６０分程度
上記を超える場合バス通学等の改善策、校区の見直しを図
る

3学校の適正配置B 教育条件の改善
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小中学校適正規模適正配置基本方針見直し検討シート（個表）

調査審議事項 検討委員会の議論 まとめ

公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等
に関する手引き（H27文科省）

検討項目 審議状況
橋本市小中学校適正規模・適正配置

基本方針（H26策定）

—

【小学校】
①学年10名未満の学校は改善の必要性の有無を検討・協議
したうえで改善方法を検討する
②多人数学級は市費非常勤を配置し、きめ細かな指導を行
う
【中学校】
①西部中・橋本中・学文路中は１００名前後の生徒数とな
るので統合を進める
①市内全体で生徒数減少が続くなら、北部・東部・中部・
西部に各１校の４校が望ましい

教育条件の改善B 　4　改善策

改善策については、検討委員会の答申並びに検討委員

会で示した統計資料、市の教育の現状、現行の市基本方

針、文科省の手引き等を踏まえ、市教育委員会で作成し

ます。
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小中学校適正規模適正配置基本方針見直し検討シート（個表）

　１防犯対策
　２交通安全対策

　３防災対策

　４学校施設整備

記載なし

記載なし

調査審議事項 検討委員会の議論 まとめ

C-1防犯対策
C-2交通安全対策

検討テーマ４
「学校の安全対策」

第２回検討委員会
資料１：第２回学校適正規模・適正配置検
討委員会について（P16～18）
第３回検討委員会
資料１：第３回学校適正規模・適正配置検
討委員会について（P10～12）

（各委員からの意見と事務局の応答）

・学校が遠くなることに伴う登下校の防犯対策は重要。見守りの人を含めた
情報共有について検討してほしい。
・統廃合により自転車通学が開始されたとのことだが、事故等の発生状況
は。

⇒「安心・安全メール」や「きしゅう君の防犯メール」の役割、登録方法を
周知。
⇒自転車通学の学校
　全員対象：橋本中央中学校、隅田中学校、高野口中学校
　２キロ以上対象：紀見東中学校　　徒歩：紀見北中学校
自転車通学を認めている学校では例年1件程度の事故の報告を受けている。
しかし、安全対策として、各学校では生徒に対して交通指導教室を実施した
り、安全意識を高める指導を行なっている。

公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等
に関する手引き（H27文科省）

統合に伴い通学距離が長くなる場合、不審者による犯罪や交通事故防止の取
組の徹底を行う必要がある。
①通学路の安全点検　②集団登下校や保護者等の同伴の検討　③地域ボラン
ティアの養成・配置など地域での見守り強化　④警察との連携　⑤児童生徒
に危険予測回避能力を身に付けさせる

記載なし

統合に伴い学校施設の新増設、改修を行う場合、社会教育施設（公民館・図
書館）や児童福祉施設、社会福祉施設等との複合化した施設とすることも考
えられる。

【防犯対策】
①登下校の見守りの強化や、「きしゅう君の家」の形骸化の解消など、地域
との協力連携は、登下校の安全確保の観点からは重要である。

②不審者の侵入防止や、職員室から門扉が死角になっている学校への防犯カ
メラの設置は重要。学校の防犯と開かれた学校をバランスよく両立していく
必要がある。

【交通安全対策】
③交通ルールやマナーに対する子供たちの理解度を向上させるため、安全指
導の充実を図っていくことが重要である。

④通学路の危険個所のチェックや道路環境の改善、マップ化などによる周知
など、ソフト・ハード両面から、通学路の安全対策を実施していく必要があ
る。

検討項目 審議状況
橋本市小中学校適正規模・適正配置

基本方針（H26策定）

審議中

記載なし

防犯・防災対策
と

学校施設の改修
C
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小中学校適正規模適正配置基本方針見直し検討シート（個表）

　１防犯対策
　２交通安全対策

　３防災対策

　４学校施設整備

記載なし

記載なし

調査審議事項 検討委員会の議論 まとめ

公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等
に関する手引き（H27文科省）

統合に伴い通学距離が長くなる場合、不審者による犯罪や交通事故防止の取
組の徹底を行う必要がある。
①通学路の安全点検　②集団登下校や保護者等の同伴の検討　③地域ボラン
ティアの養成・配置など地域での見守り強化　④警察との連携　⑤児童生徒
に危険予測回避能力を身に付けさせる

記載なし

統合に伴い学校施設の新増設、改修を行う場合、社会教育施設（公民館・図
書館）や児童福祉施設、社会福祉施設等との複合化した施設とすることも考
えられる。

検討項目 審議状況
橋本市小中学校適正規模・適正配置

基本方針（H26策定）

審議中

記載なし

防犯・防災対策
と

学校施設の改修
C

C-３災害対策（防災対策）

検討テーマ４
「学校の安全対策」

第２回検討委員会
資料１：第２回学校適正規模・適正配置検
討委員会について（P19～20）
第３回検討委員会
資料１：第３回学校適正規模・適正配置検
討委員会について（P10～12）

（各委員からの意見と事務局の応答）

・土砂災害特別警戒区域、浸水想定区域内の学校対応は市で検討する。
・地震対策として、避難のことを考えると平屋建ても検討してほしい。
　⇒耐震補強は全学校で完了済み。避難訓練も実施している。

【６月2日の豪雨の対応に関する意見】
・実際の児童の引き渡しでは、校門前が徒歩と車でごった返してしまった。
交通整理などの課題が発生していた。
・三石小学校前に土砂が来ていたが、保護者への情報共有がされていなかっ
た。
・体育館へ児童と一般市民を同時に避難できない状況が発生していた。
・給食を食べたあとに雨が最も強い時間帯に帰宅させる状況が発生してい
た。
・引き渡し訓練時と異なる保護者（祖父母など）が、実際には学校に迎えに
来ることになるケースもある。

⇒現状、災害発生の状況把握は時間差が生じるたため、情報共有されない可
能性もある。学校だけに限らず、災害の情報共有の仕組みづくりは今後の課
題とする。
⇒給食を食べずに帰宅した場合、家にご飯が無い児童も予想されるため、学
校が判断した結果である。交通渋滞は保護者がすぐに迎えに来てくれたの
で、それが渋滞に繋がってしまった。今後の対応に繋げていきたい。

防災対策は市対応
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小中学校適正規模適正配置基本方針見直し検討シート（個表）

　１防犯対策
　２交通安全対策

　３防災対策

　４学校施設整備

記載なし

記載なし

調査審議事項 検討委員会の議論 まとめ

公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等
に関する手引き（H27文科省）

統合に伴い通学距離が長くなる場合、不審者による犯罪や交通事故防止の取
組の徹底を行う必要がある。
①通学路の安全点検　②集団登下校や保護者等の同伴の検討　③地域ボラン
ティアの養成・配置など地域での見守り強化　④警察との連携　⑤児童生徒
に危険予測回避能力を身に付けさせる

記載なし

統合に伴い学校施設の新増設、改修を行う場合、社会教育施設（公民館・図
書館）や児童福祉施設、社会福祉施設等との複合化した施設とすることも考
えられる。

検討項目 審議状況
橋本市小中学校適正規模・適正配置

基本方針（H26策定）

審議中

記載なし

防犯・防災対策
と

学校施設の改修
C

①学校施設の危険ポイントのチェックなど児童生徒の安全確保に取り組んで
いく必要がある。また、トイレの整備など、学校施設の改善にも取り組んで
いく必要がある。

C-４学校施設整備

検討テーマ６
「学校長寿命化対策」

第３回検討委員会
資料１：第３回学校適正規模・適正配置検
討委員会について（P15～19）
資料６：学校の築年数及び改修状況（中学
校区別）

（各委員からの意見と事務局の応答）

・長寿命化の優先順位などは検討委員会で決定するのか。
・長寿命化により校舎はどう良くなるのか。また、建て替えと値段がどの程
度変わるのか。
・城山小学校は４０年を超えていて、現在改修工事中。廊下の天井が落ちて
配管が丸見えであったり、雨漏りがあったり、廊下もなぜかうねっている。
４０年以上経過すると建物はだいぶ老朽化すると感じている。
・高野口中学校はひどい。雨漏りも多い。環境改善をお願いしたい。

⇒長寿命化工事の優先順位等は市で決定する。この工事では廊下、壁、床、
階段、トイレ、外壁や屋上防水などを改修し、骨組みを残しつつきれいにす
る工事。費用は、長寿命化で１校１０数億円の見込。新築では、あくまで予
測だが２０～３０億円規模が見込まれる。
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D

（各委員からの意見と事務局の応答）

・学童についての市の方針。
・保護者の立場で最も重視するのは学童保育所までの距離や送迎の負担で、
徒歩での移動で送迎の負担がないのが望ましい。
・共働きが多いので学童保育はとても大切。保護者のニーズに合わせて選択
肢があれば便利である。
・同じ学校で預かってもらうほうが安心だ。
・他の学校とも交流（学文路小・清水小）できるのは、子供には楽しいそ
う。
・学童保育と共育コミュニティが一緒に取り組める方法を考えていく必要が
ある。

⇒小学生が放課後に安心して生活する居場所を提供するために、NPO等と
協働して学校敷地内や隣接地で学童保育を実施。
⇒学童保育は子ども子育て支援事業の重要な一事業で、市内25施設中23施
設は学校敷地内にある。働く保護者が増える中で適正規模適正配置の観点か
らも検討を重ねたい。

公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等
に関する手引き（H27文科省）

小・中学校は児童生徒の教育のための施設であるだけでなく、各地域のコ
ミュニティの核としての性格を有する。学校は防災、保育、地域交流の場な
どの機能を併せ持つ。
また、学校教育は地域の未来の担い手である子供たちを育む営みでもあり、
まちづくりの在り方と密接不可分であるという性格を持つ。

調査審議事項

D-1　学童保育

検討テーマ７
「適正規模適正配置と地域連携」

第１回検討委員会
資料４：学童保育の状況について
第４回検討委員会
資料２：第４回学校適正規模・適正配置検
討委員会について（P3～P4）

検討委員会の議論 まとめ

検討項目 審議状況
橋本市小中学校適正規模・適正配置

基本方針（H26策定）

審議中

小・中学校は地域の文化・交流の拠点としての役割を果た
してきた中で、保護者、地域の人たちに支えられ、教育力
を維持してきた。しかし、今後、統廃合が進行する場合に
は、従来の地域ではない、より広い地域づくりが大きな課
題となってくる。

　１学童保育

　２共育コミュニティ

　３地域防災

地域コミュニ
ティの機能

学童保育を希望する保護者は年々増えている中で、先ず児童を

安心して預けられることが重要である。また、送迎などの距離、

時間などで、保護者の負担が軽減できることが望ましく、保護

者のニーズに沿った学童保育の環境を構築していく必要がある。

今後、子供の居場所づくりの観点から、学童保育と共育コミュ

ニティが連携して取り組める方法を考えることも大切である。
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公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等
に関する手引き（H27文科省）

小・中学校は児童生徒の教育のための施設であるだけでなく、各地域のコ
ミュニティの核としての性格を有する。学校は防災、保育、地域交流の場な
どの機能を併せ持つ。
また、学校教育は地域の未来の担い手である子供たちを育む営みでもあり、
まちづくりの在り方と密接不可分であるという性格を持つ。

調査審議事項 検討委員会の議論 まとめ

検討項目 審議状況
橋本市小中学校適正規模・適正配置

基本方針（H26策定）

審議中

小・中学校は地域の文化・交流の拠点としての役割を果た
してきた中で、保護者、地域の人たちに支えられ、教育力
を維持してきた。しかし、今後、統廃合が進行する場合に
は、従来の地域ではない、より広い地域づくりが大きな課
題となってくる。

　１学童保育

　２共育コミュニティ

　３地域防災

地域コミュニ
ティの機能

（各委員からの意見と事務局の応答）

・池田小学校の事件があって、地域に開かれた学校がやりづらくなっていな
いか気になっている。教育委員会としての考えを聞きたい。
・共育コーディネーターの立場から、学校は立地条件、子供の数、規模、学
校が望むことなどに違いがあるので、活動を進めるには学校や地域との連携
が必要になってくる。
・学校の立場から、学校の規模や要望が違うので相談しながら試行錯誤して
進めている。地域のボランティアに頼る部分が多く、今後はPTAに加わっ
てもらう取組を進めている。
・統合した中学校としては小学校のコーディネーターが協力して学校に関
わってくれている。
・恋野地区は地域から情報発信を行い、あじさいまつり、レンゲ畑やアイガ
モ農法の体験に近隣の小学校、こども園の子供が来て、手伝ってもらうなど
して地域での交流が盛んである。

⇒地域住民との連携により取組を進めていきたいと考えている。
⇒学校と地域が話し合いをしながら活動を進めていくのが大事である。コー
ディネーターには無理なお願いをしているが、学校が「学校だより」で投げ
かけたりして徐々にPTAの協力も出てきている。

①学校関係者の繋がりの強化は重要。先生と保護者の繋がり、保護者どうし
の繋がり、学校と地域との繋がりを強化していくことは重要。統廃合におい
ても、今ある繋がりを大切にし、強化していく必要がある。

②地域とつながりを持てるような教育活動の充実をはかっていく必要があ
る。

D-2　共育コミュニティ
　
検討テーマ７
「適正規模適正配置と地域連携」

第４回検討委員会
資料２：第４回学校適正規模・適正配置検
討委員会について（P５～P８）
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公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等
に関する手引き（H27文科省）

小・中学校は児童生徒の教育のための施設であるだけでなく、各地域のコ
ミュニティの核としての性格を有する。学校は防災、保育、地域交流の場な
どの機能を併せ持つ。
また、学校教育は地域の未来の担い手である子供たちを育む営みでもあり、
まちづくりの在り方と密接不可分であるという性格を持つ。

調査審議事項 検討委員会の議論 まとめ

検討項目 審議状況
橋本市小中学校適正規模・適正配置

基本方針（H26策定）

審議中

小・中学校は地域の文化・交流の拠点としての役割を果た
してきた中で、保護者、地域の人たちに支えられ、教育力
を維持してきた。しかし、今後、統廃合が進行する場合に
は、従来の地域ではない、より広い地域づくりが大きな課
題となってくる。

　１学童保育

　２共育コミュニティ

　３地域防災

地域コミュニ
ティの機能

D-3　地域防災

検討テーマ７
「適正規模適正配置と地域連携」

第４回検討委員会
資料２：第４回学校適正規模・適正配置検
討委員会について（P９～P１０）

（各委員からの意見と事務局の応答）

・統廃合後に学校や体育館がなくなり、避難所もなくなることも検討してい
く必要がある。
・学校によっては地域（自治会、自主防災会等）と一緒に学習体験を実施し
ているところもあるし、学校独自で学習しているところもある。ただし、地
域と一緒にできないかという話は学校運営協議会でもしている。

⇒統廃合後の建物の取り扱いや、避難所になっている学校や体育館の管理方
法も課題のひとつである。
⇒統廃合後の校舎等の利用については、しっかり検討をしてほしいという要
求は出せる。

学校では、防災学習、避難訓練等を行い、子供の防災意識の向

上を図っている。なかには、自治会、自主防災会と一緒に実施

している学校もあり、子供の防災意識の向上が地域の防災力の

向上につながっているケースが見られる。

統廃合後の避難所等への施設活用も検討しておく必要があるが、

地域とともに防災学習を行なえる地盤づくりも大切である。
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